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高齢者見守りラベル・シールの活用方法

　町では認知症またはその疑いがあり徘徊の恐れのある高齢者などを早期に発見・保護する
ことを目的とした「高齢者見守りラベル・シール交付事業」を６月１日から実施しています。
　行方不明になった際、衣類や持ち物に貼られたラベル・シールの2次元コードが読み取られ
ると、あらかじめ登録された家族等へ瞬時にメールが送信されます。そのメールから発見者と
インターネット上の伝言板を通して情報交換することができ、引き渡しまでを迅速に行うこ
とができます。

対象者

申請者
数量
費用

町内に住所を有する在宅の高齢者等（認知症若しくは若年性認知症またはその疑い
により徘徊の恐れのある方に限る。）
徘徊の恐れのある高齢者を介護する方やその家族
耐洗ラベル（４０枚）、蓄光シール（１０枚）
無料（ただし、追加交付を希望する場合は実費負担が必要です。）

申請・問合せ先 役場　民生課　高齢福祉係　内線115

町民の皆さんへお願い
衣類や持ち物に見守りラベル・シールを貼った方が道に迷っていたり、困っているようであ
れば、正面から優しく声をかけるなど、温かい支援をお願いします。

見本

「広報おおはる」・「おおはる議会だより」をスマートフォンアプリで配信中

128

見守りラベル・シール

問合せ先 役場　住民課　内線121・174

7月の休日申請受付・交付窓口
とき 7月23日（土）午前9時～正午　ところ　役場住民課窓口

マイナンバーカードの受け取りもできます。ただし、休日窓口での受け取りは来庁者が多数のため、
長時間の待ち時間が生じることをあらかじめご了承ください。
※携帯電話をお持ちください。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、準備が整うまでの間は庁舎
　の外でお待ちいただき、準備が整い次第、順次電話でお呼びします。
※その他の住民課業務（戸籍、住民異動、各種証明書の発行等）は行いません。

マイナンバーカードの申請をお急ぎください。
マイナンバーカード未取得者の方については、交付申請書を７月中旬から順次再々送付します。

（令和３年10月31日時点で75歳以上の方、令和4年1月1日以降に出生または国外から転入された方、
在留期間の定めのある外国人の方などの一部の方には、別の機会に交付申請書を送付しているた
め、今回は送付しません。）
　申請方法は、スマホで交付申請書の２次元コードを読み取って、
メールアドレスや氏名・生年月日などを入力して、顔写真を添付
して送信するだけです。
　役場住民課でも申請できます。役場住民課では、写真撮影から
オンライン申請まで全部無料で住民課職員が行いますので、手ぶ
らでお越しいただくだけで大丈夫です。

　マイナポイントとは、マイナンバーカードを使って予約・申し込みを行い、選んだキャッシュレス決済
サービス（※）で利用可能なポイントがもらえるしくみです。
※ＱＲコード決済（○○Pay）や電子マネー（交通系のＩＣカードなど）、クレジットカードなどのことです。
対象
❶マイナンバーカードを取得した方のうち、マイナポイント第１弾に申し込んでいない方（マイナンバー 
　カードをこれから取得する方も含みます。）
❷マイナンバーカードの健康保険証としての利用申し込みを行った方（6月29日以前に利用申し込みを
　行った方も含みます）
❸公金受取口座の登録を行った方（6月29日以前に登録を行った方も含みます）
ポイント付与
❶最大5,000円相当のポイント
※令和3年12月末までにマイナポイント第１弾に申し込んだ方で、まだ20,000円のチャージやお買
　い物を行っていない場合（最大5,000円分までポイント付与を受けていない方）は、令和４年1月1
　日以降も引き続き、上限（5,000円相当）までポイントの付与を受けることができます。
❷❸7,500円相当のポイント
マイナンバーカードの申請期限 ❶❷❸9月末
マイナポイントの申込期間
❶令和5年2月末まで　❷❸6月30日（木）～令和5年2月末
問合せ先 役場　企画課　内線163

総務省マイナポイント事業
ホームページ
     https://mynumbercard.
     point.soumu.go.jp/

マイナンバーカードはお持ちですか

マイナポイント第2弾を実施しています。

広報おおはる 122022（令和4）年7月号




